
◎インボイス制度
（適格請求書等保存方式）

登録申請等個別相談会
　　　　　　をご利用ください！

・インボイス制度について ( 登録申請等含む ) のご相談は､かならず１２月中の個別相談会を
　ご利用いただきますよう、会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

年明け 1～3月の決算確定申告相談会開催の期間中は、
インボイス制度の登録申請等についてのご相談は、受付できません。

消費税軽減税率制度
消費税　　　　　国税庁

インボイス制度　特設サイトから　　　　　　　　　　　　　 をご覧ください。

国税庁ホームページに『インボイス制度  特設サイト』が開設されています！
   青色申告会のホームページの

青色ニュースを
スマホでも !!

➡
～事務局からのお知らせ～

決算申告相談時には､記帳や入力等の内容確認は致しかねますので、
年内の決算準備個別相談会をご利用ください。
　

◎決算申告相談の期間中 (1 ～ 3 月 ) は、
　来所されている会員さんの相談を優先させていただきます。

お電話での記帳方法や入力操作等に関するご相談は対応できません。

　   

◎令和５年分の「減価償却費の計算書」を印刷してお渡し中です！

・「決算準備個別相談会」ならびに「記帳点検会」、「年末調整個別相談会」へ来所された会員様に
　減価償却費の計算書を事前にお渡ししています。早めに確認をして、決算にお役立てください。
　※決算書の下書きには、減価償却費の金額をご記入のうえ、相談にお越しください。

◎令和 6 年 1 月 1 日からの

インボイス制度の登録申請手続➡令和 5 年 12 月 17 日までに税務署へ申請書を提出
インボイス制度の登録取消手続➡令和 5 年 12 月 17 日までに税務署へ届出書を提出

税理士無料個別相談会のご予約は　　096-381-3135

決算準備個別相談会のご予約は　　096-381-3135

決算準備個別相談会のご予約は　　096-381-3135

・減価償却資産に追加・変更がある場合は、　追加・変更登録を致しますので、
　来所時に資料（領収書等金額のわかるもの）を必ずご持参ください。


